
要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

370単位/日 423単位/日 479単位/日 533単位/日 588単位/日

388単位/日 444単位/日 502単位/日 560単位/日 617単位/日

570単位/日 673単位/日 777単位/日 880単位/日 984単位/日

584単位/日 689単位/日 796単位/日 901単位/日 1,008単位/日

658単位/日 777単位/日 900単位/日 1,023単位/日 1,148単位/日

669単位/日 791単位/日 915単位/日 1,041単位/日 1,168単位/日

① 406円 465円 526円 584円 645円

② 426円 487円 552円 615円 677円

③ 626円 739円 853円 967円 1,080円

④ 640円 757円 874円 989円 1,106円

⑤ 722円 853円 988円 1,122円 1,261円

⑥ 734円 868円 1,004円 1,141円 1,282円

① 812円 929円 1,051円 1,168円 1,290円

② 852円 974円 1,104円 1,229円 1,353円

③ 1,252円 1,477円 1,706円 1,933円 2,160円

④ 1,280円 1,513円 1,748円 1,978円 2,211円

⑤ 1,444円 1,706円 1,976円 2,243円 2,521円

⑥ 1,467円 1,736円 2,008円 2,282円 2,564円

① 1,217円 1,394円 1,576円 1,752円 1,935円

② 1,278円 1,461円 1,655円 1,844円 2,029円

③ 1,877円 2,215円 2,559円 2,899円 3,240円

④ 1,920円 2,270円 2,622円 2,966円 3,316円

⑤ 2,166円 2,559円 2,963円 3,365円 3,782円

⑥ 2,200円 2,604円 3,012円 3,423円 3,845円

④（６時間以上７時間未満）

⑤（７時間以上８時間未満）

居
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介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 総単位数× 1.2 ％/月

○●  ●○

■居宅介護サービス費 ※ 1単位 = 10.14円

総単位数× 1.1 ％/月

自己負担額
（１日あたり）

【概算】

介護職員等ベースアップ等支援加算

１割負担

2割負担

3割負担

　　　　　　　　　　　　　認定区分
費用区分

①（３時間以上４時間未満）

②（４時間以上５時間未満）

③（５時間以上６時間未満）

⑥（８時間以上９時間未満）

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 総単位数× 5.9 ％/月

令和6年4月1日　現在



1割負担 2割負担 3割負担

22単位/回 26円/回 51円/回 76円/回

45単位/日 51円/日 102円/日 153円/日

56単位/日 62円/日 124円/日 186円/日

40単位/日 45円/日 90円/日 134円/日

▲94単位/日 ▲104円/日 ▲207円/日 ▲311円/日

▲47単位/片道 ▲53円/片道 ▲106円/片道 ▲159円/片道

１割負担

2割負担

3割負担

1割負担 2割負担 3割負担

要支援1 88単位/月 97円/月 193円/月 289円/月

要支援2 176単位/月 193円/月 386円/月 578円/月

要支援1 ▲376単位/月 ▲413円/月 ▲826円/月 ▲1,238円/月

要支援2 ▲752単位/月 ▲825円/月 ▲1,649円/月 ▲2,473円/月

▲47単位/片道 ▲53円/片道 ▲106円/片道 ▲159円/片道

650円

通所介護入浴介助加算（Ⅰ）

■その他加算項目 ※ 1単位 = 10.14円

加　算

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

中重度者ケア体制加算

総単位数× 1.1 ％/月介護職員等ベースアップ等支援加算

○●  ●○

■居宅介護サービス費 ※ 1単位 = 10.14円

要支援２

3,621単位/月

要支援１

1,798単位/月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　認定区分
費用区分

居宅介護サービス費

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 総単位数× 1.2 ％/月

総単位数× 5.9 ％/月介護職員処遇改善加算（Ⅰ）

自己負担額
月額

【概算】

3,973円

7,946円

11,919円

1,974円

3,947円

5,920円

■その他加算項目

加　算 単位数
自己負担額【概算】

※その他実費項目もございます。詳しくはお問い合わせください。 令和6年4月1日　現在

※処遇改善加算（Ⅰ）、特定処遇改善加算（Ⅰ）、ベースアップ等支援加算を含む計算

サービス提供体制
　　　　　　強化加算（Ⅰ）

同一建物居住者等に対する減算

○●  ●○

■食費

昼食代 1日 （生活保護の方、それ以外の方ともに）

送迎を行わない場合の減算

※処遇改善加算（Ⅰ）、特定処遇改善加算（Ⅰ）、ベースアップ等支援加算を含む計算

個別機能訓練加算（Ⅰ）イ

単位数

送迎を行わない場合の減算

同一建物居住者等に対する減算

自己負担額【概算】

○●  ●○


